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地域包括支援センター
相談受理 Ｐ13

コアメンバー会議開催 Ｐ14
緊急性の判断、事実確認方法の協議

チーム検討会議の開催 Ｐ18
緊急性の判断、援助方針・支援者の役割の協議

事実の確認・調査 Ｐ15
関係機関等からの情報収集

訪問調査　等
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警　察 医療機関 市役所
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介入拒否あり

地域での見守り
・在宅介護支援センター
・地域包括支援センター
・社会福祉協議会
・民生委員・近隣住民
・その他の福祉サービス

「緊急性の判断」はチーム検討会
議で行うが、状況の変化に伴い、
その都度行っていく。

市内地域包括支援
センターについては、
P９参照

「虐待」としてでな
く相談が来ることも
あります

【コアメンバー】
・地域包括支援センター所長
・地域包括支援センター職員
・通報を受けたセンター相談員　等

緊急性が高くない場合も継続的に
見守り、状況の変化に迅速に対応
できるよう、担当の地域包括支援
センターに情報を集約する。

ケアプラン作成
ケアプラン修正
・在宅サービス利
・施設の利用
ケアマネ支援

介入拒否なし

介護保険申請

認定非該当

介護保険
サービス
受給中
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　高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切
な支援については、市が第一義的な責任を持っています。
　また、委託型地域包括支援センターには高齢者虐待対応に係わる業務が委託されており、
市直営地域包括支援センターとともに、その相談窓口、対応の中心機関としての役割を
担っています。
　そして、保健・医療・福祉関係者は、高齢者虐待の早期発見や虐待を受けた高齢者の保
護のための施策へ協力するよう努めることとなっています（法第５条第２項）。


